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推移分析の方法

現状の収入と費用の関係を把握するため、変動費と固定費に分解し、収益、費用、損益
の関係性を分析する

令和3年度福島ロボットテストフィールドの持続的運営に向けた調査事業

変動費と固
定費に分解

•変動費は、施設の使用件数と連動する費用

•固定費は、変動費以外（使用件数との相関関係が弱い費用）

費用と収益
の推移分析

•費用は、2020年度の月別データと2020年度の施設別件数合計を利用し回帰分析を実施

•収益は、施設別の収入と施設別件数を利用し推移分析を実施

施設の使用
件数の推移
を予想

•施設ごとの使用件数が10%増加していく前提にて算出

•2021年度の実績使用件数に増加率を加味して将来使用件数を算出

2025年度ま
での収益と
費用の推移
を予想

•費用は、回帰分析の式に使用件数を当てはめて推移を予想

•収益は、将来使用件数に料金表における利用単価を乗じて算出

収益（収入）、費用（支出）、損益が中期的にどのように推移するか確認した

● 本業務の調査内容 ■③ RTF事業損益分析_収益性の観点_CVP分析
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アンケート・ヒアリング結果からみる、RTFに期待される機能

RTFに期待される機能として、ドローン飛行に関連する認証機能や訓練機能があります

例えば、アメリカの評価試験官を呼んで試験をすることができるなど、RTFでしかできないような工
夫をして、その他の実証機関と差別化していくことが重要 。（株式会社J）

国の認定する試験をRTFで行うようになると、ユーザーにとって魅力的である。ユーザーの練習や教
育、認証試験をするためにRTFを利用できれば、集客できる。（株式会社K）

福島RTFの中で、ドローン安全管理やセキュリティ、操縦者などのためのスクールを開いたらどうか。
単なる試験場にしてしまうのはもったいないだけの試験設備が整っているので、人材育成のために
初期教育～業務教育ができる流れがあるとよい。（株式会社M）

➢ レベル4実現に向け
た機体認証における

登録検査機能

➢ 操縦ライセンスの

認証機能

（飛行リスク）カテゴリー3の（レベル4(※)）機体認証に向けた試験ができるような施設や、試
験評価ができる人材が常駐してほしい。認証と同等の試験環境があれば今後利用も増えてくる。
（株式会社O）

➢ 操縦訓練・

講習機能

※レベル４：無人航空機の有人地帯における目視外飛行

例えば、RTFに認証機関があれば、必ず行かなければならない。他には、RTFでの実験結果が売
りになれば利用することになる。（国立大学R教授）

● 本業務の調査内容 ■④ RTF機能調査_今後期待される機能

出所 RTF提供資料/企業ヒアリング結果を基にトーマツ作成

図表4-1
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アンケート・ヒアリング結果からみる、RTFへの要望

RTF自体への期待の他、規制緩和やドローン特区の実現や、宇宙分野の実験施設の要望
もあります

航空法規制を緩和や、無線電波の法律を緩和する。例えば、遠隔でロボットを操縦する場合

に、電波強度と周波数が日本では限定されており、諸外国と比べて規制の度合いが高い。緩
和策を福島が取れれば、福島に行くインセンティブが働く。（国立大学大学院P教授）

➢ RTFを含めた、福島
地域の規制緩和、

ドローン特区の実

現

➢ 宇宙分野の実証
実験施設の建設

規制を緩和してほしい。ユーザーの保護を優先した規制になっている。中国と比べると、中国は規

制が緩く、日本の研究競争は負けている。他にも、ヨーロッパの規制が緩和されている。（国立
大学R教授）

ドローン特区等ではないため、手続きが他の施設と同様であるため、簡素化されると良い。（東
京都立L病院）

航空・宇宙分野がイノベーションコースト構想に追加になっている。月に飛んでいく前に検証試験

をしたく、衛星試験を超えて月面に降り立った際の熱やダスティな環境でシステム動作試験が必

要になり今後需要が高まっていく。しかし、現在はこうした試験場がないため、そのような施設があ
れば利用したい。（国立大学大学院P教授）

● 本業務の調査内容 ■④ RTF機能調査_今後期待される機能

出所 RTF提供資料/企業ヒアリング結果を基にトーマツ作成

図表4-2



© 2022. For information, contact Deloitte Tohmatsu Group.

Appendix 

比較対象施設の選定要因

53 令和3年度福島ロボットテストフィールドの持続的運営に向けた調査事業















Member of
Deloitte Touche Tohmatsu Limited

デロイトトーマツグループは、日本におけるデロイトアジアパシフィックリミテッドおよびデロイトネットワークのメンバーであるデロイトトーマツ合同会社ならびにそのグループ法人（有限責

任監査法人トーマツ、デロイトトーマツコンサルティング合同会社、デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社、デロイトトーマツ税理士法人、DT弁護士法人およびデロ

イトトーマツコーポレートソリューション合同会社を含む）の総称です。デロイトトーマツグループは、日本で最大級のビジネスプロフェッショナルグループのひとつであり、各法人がそれぞ

れの適用法令に従い、監査・保証業務、リスクアドバイザリー、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリー、税務、法務等を提供しています。また、国内約30都市以上に1万名

を超える専門家を擁し、多国籍企業や主要な日本企業をクライアントとしています。詳細はデロイトトーマツグループWebサイト（www.deloitte.com/jp ）をご覧ください。

Deloitte（デロイト）とは、デロイトトウシュトーマツリミテッド（“DTTL”）、そのグローバルネットワーク組織を構成するメンバーファームおよびそれらの関係法人（総称して“デロイトネッ

トワーク”）のひとつまたは複数を指します。DTTL（または“Deloitte Global”）ならびに各メンバーファームおよび関係法人はそれぞれ法的に独立した別個の組織体であり、第三者に

関して相互に義務を課しまたは拘束させることはありません。DTTLおよびDTTLの各メンバーファームならびに関係法人は、自らの作為および不作為についてのみ責任を負い、互いに

他のファームまたは関係法人の作為および不作為について責任を負うものではありません。DTTLはクライアントへのサービス提供を行いません。詳細はwww.deloitte.com/jp/about 

をご覧ください。

デロイトアジアパシフィックリミテッドはDTTLのメンバーファームであり、保証有限責任会社です。デロイトアジアパシフィックリミテッドのメンバーおよびそれらの関係法人は、それぞれ法

的に独立した別個の組織体であり、アジアパシフィックにおける100を超える都市（オークランド、バンコク、北京、ハノイ、香港、ジャカルタ、クアラルンプール、マニラ、メルボルン、大

阪、ソウル、上海、シンガポール、シドニー、台北、東京を含む）にてサービスを提供しています。

Deloitte（デロイト）は、監査・保証業務、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリー、リスクアドバイザリー、税務およびこれらに関連するプロフェッショナルサービスの分野で世

界最大級の規模を有し、150を超える国・地域にわたるメンバーファームや関係法人のグローバルネットワーク（総称して“デロイトネットワーク”）を通じFortune Global 500®の8割の企

業に対してサービスを提供しています。“Making an impact that matters”を自らの使命とするデロイトの約312,000名の専門家については、（www.deloitte.com ）をご覧ください。

© 2022. For information, contact Deloitte Tohmatsu Group.



（様式２）

報告書の題名

委託事業名

受注事業者名 有限責任監査法人トーマツ

頁 図表番号
4 1-1
5 1-2
6 1-3
8 1-4
9 1-5
9 1-6
10 1-7
10 1-8
11 1-9
11 1-10
12 1-11
12 1-12
13 1-13
15 1-14
15 1-15
16 1-16
17 1-17
17 1-18
19 1-19
20 1-20
21 1-21
22 1-22
22 1-23
22 1-24
23 1-25
24 1-26
25 1-27
26 1-28
27 1-29
30 2-1
32 2-2
33 2-3
34 2-4
42 2-12
44 3-1
46 3-2
47 3-3
48 3-4
49 3-5
51 4-1
52 4-2
54 5-1
55 5-2
56 5-3
57 5-4
58 5-5
59 5-6

令和３年度福島ロボットテストフィールドの持続的
運営に向けた調査事業調査報告書

令和３年度被災地域の経済産業活性化対策調査（令
和３年度福島ロボットテストフィールドの持続的運
営に向けた調査事業）

タイトル

二次利用未承諾リスト




